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はじめに 

瀬戸内山城は、西日本防衛網の前衛基地である筑紫の大野城をはじめとする諸城と、最終の防衛拠

点としてつくられた倭国の高安城の中間に位置する山城群である。この報告では、その築城時期と廃

城時期に係わる問題を検討することにより、瀬戸内山城群が果した歴史的な役割を考えてみたい。 

 

１．山城群の築造は、国家的事業として行われた 

山城は各地の豪族たちの領導のもと、地域の意志で築造されたものではない。それらは国家の意思

で、国家防衛の事業として行われたものである。その根拠として以下の３点をあげておく。  

１）瀬戸内山城群は、筑紫の山城群も同様であるが、一体的計画的に防衛拠点を選んで築かれてい

る。 

２）城には規模の大小や占地などに相異はみられるが、城壁の築き方など築城法に共通性がある。 

３）瀬戸内山城群のある地域には、総領あるいは大宰という周辺数ヶ国を束ねる広域行政官かつ軍

政官が派遣された。 

 

総領名 山城名 

①周防総領(長門国を統轄) 長門城、石城山 

②伊予総領(讃岐国を統轄) １) 永納山、讃岐城山、屋嶋城 

③吉備総領(播磨国を統轄) ２） 
鬼ノ城、大廻小廻、播磨城山、 

備後国安那郡茨城、葦田郡常城 

       １）持統３年８月紀。伊予総領田中朝臣法麻呂、讃岐国の行政に関与。 

         ２）播磨国風土記揖保郡条。吉備総領石川王、播磨国の行政に関与。 

 

４）山城群のある地域には、律令制下の五畿七道制（畿内と東海道以下の広域行政区）に先立ち、

「道」制が施かれたとみられる。 

・『和名抄』の国名の読み  

備前 キビノミチノクチ     筑後 ツクシノミチノシリ 

備中 キビノミチノナカ     越前 コシノミチノクチなど 

・奈良県飛鳥池遺跡出土木簡（７世紀後半） 

                 (斗カ) 

「吉備道中国加夜評／葦守里俵六□」 

 

２．瀬戸内山城群の築造と廃止の時期 

 築城は、天智２年（６６３）の白村江での大敗をうけて、翌年からはじまる西日本防衛網造営の一

貫として行われたとみられる。天智４年の長門の城、天智６年の屋島城の築造と同時期に、他の山城

も築かれたと考えられる。 

廃城は、大宝元年（７０１）の高安城の廃止と同時期とみられる。高安城の廃止は、西日本におけ

る山城を結ぶ防衛網の停廃を意味する。大宝元年は大宝令発布の年であり、国家の仕組みが一変した

大変革の年である。国の防衛体制も組織的に整備され、都を守るために五つの防衛担当部署（五衛府

という）を設け、各国には千人規模の軍団を複数要路に配置するなど常備軍体制をつくりあげた。緊



急連絡網の烽制も整えた。このようにして山城による西日本防衛網は廃止されたが、筑紫の大野城以

下の城は、前衛基地として残された。 

 

３．高安城について  

『日本書記』天智６年に高安城築造の記事があった後、天智８年に「畿内の田税を収めるために」

倉をつくり、翌年には、「穀と塩を積むために」倉をつくるとあり、『続日本紀』にも文武２年（６９

８）と同３年に「修理」とあり、大宝元年（７０１）の廃止の際には、倉庫とさまざまな貯備物が大

倭と河内の二国に移されたとある。これにより、ぼう大な倉庫群がつくられ、城域がかなりの規模の

ものであったことがわかる。 

いま一つ注目したいのは、天智・天武・持総・元明の四天皇がいずれも高安城に行幸していること

である。これは単なる物見遊山の行幸とは考えられない。一旦ことある時には、天皇以下がこの城を

利用することを予定した宮殿施設の存在を推測させるのである。高安城の遺跡は、現在数棟の倉庫が

みつかっているにすぎないが、今後の一層の現地調査に期待したいと思う。 

 

４．政府の公的記録 ‐城柵帳‐の存在 

 築城が国家的事業として行われたとすると、それに関する政府の公的記録が作成されたことは十分

想定できることである。蝦夷征討のための東北城柵のことが、大化３年（６４７）の「渟足柵」から

はじまり、『日本書記』以下の正史にかなり詳細に記されていること、屋島城の記事が、「讃吉国山田

郡屋島城」と所在地を郡名まで書いているのは、讃岐国に郡を異にして二つ以上の城があったことを

示しており、それらを記した記録が、『書紀』編者の手元にあったことが判るから、これらのことか

らも『書紀』の編纂に際して、城柵に関する政府記録は利用されたものとみてよいであろう。因みに

記録にあったことが想定される讃岐国の城は、山田郡の屋島城と阿野郡の城山であろう。 

城柵帳には、城柵の所在地（国郡）のほか築城責任者、築造に動員された人夫数、人夫の出身国名

などが記されたであろう。『書記』に宮都や大寺の造営に動員された丁数やその出身国の記されてい

るものがあることが参照される（皇極元年９月条、斉明元年是歳条など）。 

 

５．瀬戸内山城の中で、長門城と屋島城だけが『日本書記』に築造記事があるのはなぜか 

二つの城と他の城との相違点を考えてみると、両城は瀬戸内海の入り口部と中央部にあって、内海

の海上交通上、また防衛上からも重要な地点に位置している。両地域には浦（のちに両方とも「壇ノ

浦」とよばれる）があり、船舶の寄港に適している点も共通した特徴である。源平合戦の瀬戸内海に

おける舞台が、いずれもこの二つの地域であったことを想起すれば、内海における両地域の重要性は

よく理解できるであろう。 

これに対して、他の山城‐石城山、鬼ノ城、讃岐城山など‐は、海岸線より陸地に引いた位置にあ

って、陸路（のちの山陽道、南海道）を抑える場所にあり、まさに総領の府にふさわしい城である。

石城山は周防総領の、鬼ノ城は吉備総領の、讃岐城山は伊予総領の根城であったとみられる。総領は

大宝令制で廃止されるが、その最後の任官記事は、大宝令発布前年の文武４年１０月である。これは

おそらく、翌年の廃城を前にして最終の残務処理のための人事ではなかったかと推測される。 

『日本書記』の編者は、大宝令制で廃止になった制度や用語は多く採用しない方針を採った。例え

ば「評」はすべて「郡」に直し、「国宰」は「国司」に書き替えた。大化改新詔が大宝令文で書き直

されたことは著名な事実である。 

したがって、大宝令で国郡制が施かれ、西日本の防衛という特殊な任務のために７世紀後半のある

期間派遣された総領が廃止になった時、その居城として築かれた瀬戸内山城群も、『書紀』は記事を

載せることをしなかったのである。 

これに対して、屋島城と長門城は、大宝令以降も生きた城として機能し、それ故に『書記』は築城

記事を残したものと思われる。 
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